
1＝如こおける行政許可法の制定と行政管理体制の改革  

中
国
に
お
け
る
行
政
許
可
法
の
制
定
と
行
政
管
理
体
制
の
改
革
 
 

Ⅰ
中
国
の
行
政
行
為
に
関
す
る
手
続
と
法
（
一
）
 
－
 
 

ー
は
じ
め
に
一
行
改
訂
可
法
の
位
置
づ
け
 
 
 

二
 
行
政
許
可
制
匿
の
現
状
と
立
法
背
景
 
 
 

三
 
行
政
許
可
法
に
お
け
る
基
本
的
制
度
と
そ
の
特
色
 
 

1
 
行
政
許
可
の
意
義
と
分
類
 
 

2
 
行
政
許
可
の
設
定
範
朗
と
設
定
撫
 
 

3
 
行
政
許
可
の
実
施
主
体
と
実
施
手
耗
 
 

4
 
行
政
許
可
の
実
施
に
対
す
る
監
骨
検
査
と
法
的
疲
任
 
 

葉
 
 

陵
 
陵
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論  説  

現
代
同
家
の
行
政
は
、
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
昆
透
し
、
そ
の
行
動
形
式
も
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
、
多
様
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
多
梯
多
様
な
行
政
活
朔
の
中
で
も
、
行
政
行
為
は
依
然
と
し
て
行
政
の
典
贈
的
な
行
動
形
式
で
あ
る
。
行
政
行
為
は
、
 
 

行
政
粍
関
が
法
令
の
定
め
に
基
づ
き
、
そ
の
一
方
的
な
判
断
に
よ
っ
て
国
民
の
権
利
・
義
務
を
具
体
的
に
決
定
す
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
 
 

そ
の
成
立
過
程
の
適
正
化
、
す
な
わ
ち
行
政
過
程
に
あ
ら
か
じ
め
法
的
統
制
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
事
前
的
読
制
と
ー
そ
の
行
政
的
統
制
、
 
 

と
く
に
行
政
的
統
制
の
中
心
を
な
す
手
続
的
統
制
は
重
賽
で
あ
る
。
 
 
 

「
行
政
手
耗
の
適
正
化
」
の
見
地
か
ら
行
政
行
為
の
手
続
的
統
制
を
法
律
で
規
律
す
る
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
整
備
す
る
の
 
 

か
、
各
主
稚
同
家
の
異
な
っ
た
歴
史
的
・
政
治
的
・
社
会
的
背
偵
の
下
で
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
患
法
や
国
内
体
制
を
素
材
と
し
て
の
政
策
 
 

上
の
判
断
に
従
う
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
体
系
と
し
て
形
成
・
発
展
し
て
き
た
が
、
実
際
に
は
お
お
む
ね
二
つ
の
立
法
形
式
が
採
ら
 
 

れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
－
般
法
と
し
て
の
行
政
手
続
法
を
制
定
し
、
そ
の
中
に
主
要
な
行
政
行
為
に
関
す
る
規
定
を
置
く
「
法
典
 
 

式
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
行
政
手
続
法
（
完
望
ハ
年
公
布
、
完
六
六
年
「
合
衆
国
法
典
」
第
五
章
に
編
入
）
が
、
規
則
 
 

制
定
手
続
と
そ
れ
以
外
の
行
政
庁
の
最
終
行
為
に
関
す
る
審
判
手
続
と
許
可
手
長
を
含
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
行
政
手
続
法
二
九
七
六
 
 

年
）
は
、
行
政
行
為
手
続
（
公
法
契
約
締
結
手
緩
を
含
む
）
及
び
計
両
確
定
手
続
を
そ
の
規
律
対
象
に
し
て
い
る
。
‖
‖
本
行
政
幸
耗
法
 
 

は
〈
一
九
九
三
悪
は
、
行
政
行
為
（
行
政
処
分
）
及
び
行
政
指
呼
の
手
続
に
関
す
る
法
律
で
、
そ
の
中
で
も
、
許
認
可
等
の
申
請
に
 
 
 

一
は
じ
め
に
ー
行
政
許
可
法
の
位
置
づ
け
 
 
 

門
 
行
政
紆
可
法
が
も
た
ら
す
影
響
と
挑
敲
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中国における行政許可法の倒産と行政管理体制の改郡  

対
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
審
査
基
準
と
標
準
処
理
期
間
の
設
定
・
公
表
、
申
請
の
審
査
・
応
答
義
務
、
理
由
捷
示
、
必
要
に
応
じ
た
 
 

公
聴
会
の
開
催
な
ど
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
特
定
の
名
宛
人
に
対
す
る
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
は
、
処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
、
意
見
 
 

陳
述
手
緩
 
（
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
手
鏡
）
、
理
由
捉
示
、
文
書
間
覧
な
ど
の
規
定
が
あ
る
。
韓
国
行
政
手
続
法
（
一
九
九
六
 
 

年
）
 
は
、
行
政
処
分
、
行
政
立
法
予
告
、
行
政
計
画
予
告
、
行
政
指
導
に
関
す
る
手
続
を
規
律
す
る
も
の
で
、
と
く
に
行
政
処
分
に
つ
 
 

い
て
、
処
理
期
間
や
処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
、
事
前
通
知
、
意
見
聴
取
 
（
聴
聞
、
意
見
提
出
及
び
公
聴
会
を
含
む
）
、
理
由
碇
示
、
 
 

処
分
方
式
、
告
知
な
ど
の
手
続
を
評
柳
に
明
記
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
行
政
手
続
法
二
九
二
五
年
削
定
、
一
九
五
〇
年
再
公
布
、
 
 

一
九
九
一
年
改
正
）
は
、
施
行
法
の
ほ
か
、
一
般
行
政
手
続
法
、
行
政
処
罰
法
及
び
行
政
執
行
法
か
ら
な
り
、
行
政
行
為
の
手
緩
を
規
 
 

律
す
る
一
般
行
政
手
続
法
が
第
一
次
的
事
前
手
続
法
を
、
そ
の
他
の
二
法
が
第
二
次
的
事
前
手
続
法
を
そ
れ
ぞ
れ
形
成
す
る
。
 
 
 

も
う
一
つ
は
、
個
別
の
法
律
に
よ
り
行
政
行
為
の
手
続
に
関
す
る
規
定
を
充
実
さ
せ
て
い
く
と
い
う
「
分
散
式
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
 
 

自
然
的
正
義
の
原
則
を
基
盤
に
手
鏡
法
理
を
い
ち
早
く
発
展
さ
せ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
や
、
大
陸
型
行
政
法
の
母
国
と
も
い
う
べ
き
フ
ラ
 
 

ン
ス
で
は
、
行
政
活
動
の
事
前
手
鏡
に
関
す
る
一
般
法
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
準
司
法
的
権
能
を
営
む
多
数
の
 
 

審
判
所
が
各
個
の
法
律
で
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
臣
の
最
終
決
定
に
先
立
っ
て
審
査
官
が
聴
聞
を
裡
て
人
い
に
勒
批
＝
を
行
う
制
定
 
 

法
上
の
審
問
馴
鹿
が
発
達
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
利
益
代
表
制
審
議
会
に
よ
る
諮
問
手
緩
制
度
が
充
実
し
て
い
る
ほ
か
、
諮
問
調
査
手
 
 

続
や
処
分
の
理
山
附
記
別
使
な
ど
が
個
別
の
法
律
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
固
で
は
、
一
般
法
の
不
在
が
た
だ
 
 

《
－
｝
 
ち
に
行
政
手
鏡
の
軽
視
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
に
対
し
、
計
画
経
済
か
ら
市
場
緯
済
へ
の
移
行
期
に
あ
る
中
国
で
は
、
経
済
体
制
と
行
政
管
理
体
制
に
対
す
る
改
革
の
深
化
に
 
 

伴
っ
て
、
適
正
な
行
政
手
続
に
よ
っ
て
行
政
の
違
法
・
不
当
な
活
動
か
ら
民
衆
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
行
政
手
続
法
の
重
要
性
が
認
 
 

議
さ
れ
、
そ
の
中
に
手
続
規
定
を
設
け
る
法
律
、
法
規
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
行
政
手
漠
立
法
の
始
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説
 
 
動
が
比
較
的
遅
く
、
実
務
経
験
も
少
な
い
た
め
、
市
場
経
済
下
に
お
け
る
政
府
の
権
能
や
行
政
運
営
の
法
則
に
対
す
る
認
漁
は
、
行
政
 
 

現
場
で
の
実
践
を
通
し
て
次
第
に
深
め
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
一
般
法
た
る
行
政
手
続
法
を
制
定
す
る
立
法
粂
 
 

詮
 
件
が
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
二
段
階
に
分
け
て
法
律
に
よ
る
行
政
手
続
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
、
い
わ
ゆ
る
「
小
売
り
」
 
 

を
も
っ
て
「
卸
売
り
」
に
代
え
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
第
－
段
階
で
は
、
五
年
間
又
は
も
っ
と
長
い
時
間
を
か
け
て
、
民
 
 

衆
の
身
近
な
利
益
に
密
接
に
関
連
し
、
行
政
現
場
で
も
問
題
が
生
じ
や
す
く
、
民
衆
か
ら
の
不
満
も
比
較
的
多
く
、
立
法
条
件
が
比
較
 
 

的
成
熟
し
て
い
る
行
政
行
為
の
手
続
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
法
律
を
制
定
し
、
実
務
上
の
切
迫
し
て
い
る
要
講
に
応
え
な
が
ら
 
 

一
般
行
政
手
続
法
の
制
定
の
た
め
に
経
験
を
蓄
積
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
段
階
で
は
、
二
〇
】
○
年
ま
で
に
行
政
手
続
法
の
法
典
化
を
 
 

実
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
手
続
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
示
す
基
本
法
と
し
て
の
行
政
手
続
法
、
及
び
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
 
 

■
三
－
 
 
 
 
て
の
個
々
の
行
政
活
動
の
独
自
性
を
考
慮
L
て
制
定
さ
れ
た
幾
つ
か
の
個
別
法
か
ら
な
る
完
備
し
た
行
政
手
耗
の
法
体
系
を
整
備
す
る
。
 
 

〈
3
）
 
 
 
こ
れ
は
「
単
行
通
則
式
」
と
呼
ば
れ
、
「
行
政
手
続
法
試
擬
稿
」
も
こ
の
立
法
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
い
、
一
方
で
は
、
全
人
代
の
行
政
立
法
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
「
行
政
手
続
法
」
 
の
起
草
 
 

準
備
作
菜
に
取
り
掛
か
り
、
二
〇
〇
三
年
に
 
「
行
政
手
緩
法
試
擬
偏
」
を
完
成
し
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、
近
年
「
行
政
処
罰
法
」
 
 

（
一
九
九
六
年
）
「
行
政
監
察
法
」
 
（
一
九
九
七
年
）
 
「
行
政
許
可
法
」
 
（
二
〇
〇
三
年
）
と
い
っ
た
特
別
法
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
「
立
法
 
 

法
」
 
（
二
〇
〇
〇
年
）
 
「
農
村
土
地
請
負
法
」
 
（
二
〇
〇
二
年
）
 
な
ど
の
個
別
法
に
お
い
て
も
行
政
立
法
、
行
政
契
約
に
関
す
る
手
鏡
の
 
 

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
行
政
費
用
徴
収
法
」
と
「
行
政
強
制
法
」
 
の
起
草
作
業
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
五
 
 

T
ユ
 
 

年
末
ま
で
に
成
立
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
行
政
罰
、
行
政
許
認
可
と
い
っ
た
個
別
の
行
政
行
為
に
対
し
、
単
行
の
法
律
 
 

を
も
っ
て
規
絆
し
て
い
る
の
は
中
国
に
お
け
る
行
政
手
耗
の
法
鷹
傭
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。
と
く
に
許
認
可
と
い
う
行
政
行
為
を
現
 
 

（
5
－
 
 
 
絆
す
る
た
め
に
、
専
ら
「
行
政
許
可
法
」
を
制
定
し
た
中
国
は
世
界
で
も
唯
一
の
国
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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中国における行政許可法の制定と行政管理体刑の改革   

「
法
典
式
」
か
「
分
散
式
」
に
よ
っ
て
制
定
き
れ
た
行
政
手
続
法
に
は
、
そ
の
性
格
か
ら
見
て
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
韓
国
な
ど
の
 
 

よ
う
に
、
行
政
行
為
を
分
類
し
て
、
各
類
別
の
行
政
行
為
に
適
用
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
の
み
を
定
め
る
手
続
法
の
性
格
を
も
つ
も
 
 

の
も
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
の
よ
う
に
、
行
政
手
続
法
は
純
粋
の
手
続
法
 
 

で
は
な
く
、
行
政
行
為
等
の
実
体
的
限
界
に
関
す
る
実
体
法
の
性
格
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
、
単
独
の
 
 

基
本
行
政
法
典
を
制
定
し
、
そ
の
中
に
は
行
政
活
動
に
関
す
る
実
体
法
と
手
続
法
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
う
ち
、
行
政
行
為
の
種
類
に
基
づ
い
て
異
な
る
手
続
を
規
定
す
る
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
鞄
国
な
ど
の
国
が
あ
る
一
方
、
行
政
行
 
 

為
の
過
程
を
分
解
し
て
相
応
す
る
手
続
を
規
定
す
る
囲
も
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
行
政
手
続
法
は
、
行
政
手
続
を
開
始
、
発
展
、
 
 

終
結
と
い
う
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
、
各
段
階
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
手
続
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
行
政
手
続
法
で
は
、
 
 

行
政
手
練
が
開
始
、
按
排
、
審
理
、
終
結
、
執
行
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
に
対
応
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
 
 

リ
ア
行
政
手
続
法
は
、
行
政
行
為
の
進
展
過
程
に
応
じ
て
調
査
手
続
、
裁
決
手
続
及
び
法
的
保
護
手
耗
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
 
 

く
の
国
は
、
行
政
手
続
を
一
般
行
政
手
続
と
特
別
行
政
手
続
と
に
区
分
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
行
政
手
続
法
 
 

は
、
一
般
行
政
手
続
の
ほ
か
、
訴
願
手
続
及
び
連
邦
行
政
委
員
会
の
手
続
を
、
ド
イ
ツ
行
政
手
続
法
は
、
一
般
行
政
手
続
及
び
特
殊
行
 
 

政
手
続
（
正
式
行
政
手
続
と
計
画
確
定
手
続
を
含
む
）
を
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
行
政
手
続
法
は
、
行
政
手
続
の
一
般
規
定
と
特
別
行
政
活
動
 
 

（
行
政
立
法
、
行
政
執
行
、
及
び
行
政
救
済
手
続
を
含
む
）
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。
諸
外
国
と
比
較
し
て
、
ま
だ
統
一
的
な
 
 

行
政
手
鏡
法
を
制
定
し
て
い
な
い
中
国
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
「
行
政
許
可
法
」
を
許
認
可
と
い
う
「
複
劾
的
行
政
行
為
」
に
対
す
る
 
 

個
別
法
と
し
て
、
「
行
政
処
罰
法
」
を
行
政
罰
と
い
う
便
益
的
行
政
行
為
に
対
す
る
個
別
法
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
 
 

の
二
つ
の
法
律
は
、
実
体
法
と
手
続
法
の
両
面
か
ら
許
認
可
ま
た
は
行
政
罰
と
い
う
行
政
行
為
を
規
律
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
「
行
政
許
可
法
」
は
、
そ
の
実
施
手
続
に
つ
い
て
も
一
般
行
政
手
続
と
特
別
行
政
手
続
を
設
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
起
草
か
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配
 
ら
採
択
ま
で
七
年
間
を
要
し
た
「
行
政
許
可
法
」
を
中
心
に
、
中
国
に
お
け
る
行
政
許
可
制
度
の
現
状
と
立
法
背
景
、
行
政
許
可
の
分
 
 

類
、
設
定
範
囲
及
び
設
定
権
、
行
政
許
可
権
を
行
使
す
る
実
施
機
関
と
実
施
手
続
、
行
政
許
可
の
実
施
に
対
す
る
監
督
検
査
と
法
的
賓
 
 

論
 
任
、
行
政
許
可
法
の
施
行
が
中
国
社
会
に
も
た
ら
す
影
響
及
び
今
後
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
 
 

行
政
許
可
法
制
定
の
胎
動
は
、
一
九
九
六
年
、
第
九
期
全
人
代
常
務
委
員
会
が
本
法
の
制
定
を
立
法
計
画
に
入
れ
、
か
つ
、
国
務
院
 
 

に
よ
る
法
律
輩
案
の
提
出
を
決
定
し
た
と
き
に
始
ま
る
。
国
務
院
法
制
弁
公
室
は
、
全
人
代
常
務
委
員
会
法
制
⊥
作
委
員
会
の
作
成
し
 
 

た
「
行
政
許
可
法
（
意
見
徴
収
案
）
」
を
も
と
に
、
二
〇
〇
〇
年
初
か
ら
行
政
許
可
法
案
の
起
草
作
業
に
取
組
み
、
ま
た
、
三
回
の
座
 
 

談
会
を
開
い
て
国
務
院
各
部
門
、
地
方
政
府
と
入
代
、
法
学
者
な
ど
か
ら
意
見
を
敬
し
、
さ
ら
に
、
国
内
外
の
専
門
家
を
招
い
て
論
証
 
 

会
を
開
催
し
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
日
本
及
び
台
湾
の
行
政
許
可
制
度
を
中
心
に
検
討
を
重
ね
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各
方
 
 

面
か
ら
の
意
見
に
基
づ
い
て
幾
度
の
修
正
を
簸
た
行
政
許
可
法
草
案
が
、
第
九
期
全
人
代
常
務
委
員
会
に
造
出
さ
れ
た
。
同
常
務
委
月
 
 

会
は
、
第
二
九
回
会
議
（
二
〇
〇
二
年
八
月
二
三
H
）
 
に
お
い
て
 
「
行
政
許
可
法
（
草
案
）
」
を
、
第
二
二
同
会
議
 
（
二
〇
〇
二
年
一
 
 

二
月
一
九
H
）
 
に
お
い
て
行
政
許
可
法
 
（
第
二
次
審
議
案
）
」
を
審
議
し
た
。
そ
の
後
、
全
人
代
常
務
委
員
会
の
法
律
委
貝
会
と
法
制
 
 

工
作
委
員
会
も
、
数
回
の
座
談
会
を
開
い
て
中
央
の
関
係
部
門
、
各
地
方
、
企
業
及
び
法
学
者
な
ど
の
意
見
を
い
っ
そ
う
聴
取
し
た
。
 
 

そ
し
て
、
第
一
〇
期
全
人
代
常
務
委
員
会
は
、
第
三
回
会
議
（
二
〇
〇
三
年
六
月
一
八
日
）
 
に
お
い
て
「
行
政
許
可
法
（
第
三
次
審
議
 
 

案
）
」
を
、
第
四
国
会
議
（
二
〇
〇
≡
年
八
月
一
九
臼
）
 
に
お
い
て
「
行
政
許
可
法
（
第
四
次
審
議
案
）
」
を
引
き
続
い
て
審
議
し
た
。
 
 
 

二
 
行
政
許
可
制
虔
の
現
状
と
立
法
背
景
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